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高知県総合企画部デジタル政策課

2025.3.24 広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保方策の充実・強化検討チーム第３回



南海トラフ地震による高知県の被害想定

〇 高知県全域で強い揺れ（26市町村で震度７、残り８市町村で震度６強）と想定

〇 １メートルの津波が地震の発生から早いところでは３分で海岸線に到達
ほとんどの海岸線で、津波の最大の高さが10メートルを超えると想定

〇 山間部が多く、がけ崩れ、地すべり、山津波といった被害が想定



放送事業者との防災協定締結の状況

〇 高知県は、ＮＨＫ高知放送局、民放３社、ラジオ事業者１社それぞれと、災害対策
基本法第57条に規定する通信設備の優先利用等に関する協定を締結

【参考】災害対策基本法第57条
（警報伝達等のための通信設備の優先利用等）
前２条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の

必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めると
ころにより、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供
する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法（昭和28年法律第96号）第３条第４項第４号に掲げ
る者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送法（昭和25年法律第132号）第２条第23号に
規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活
動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。

高知県



放送事業者との訓練等の取組

〇 放送事業者との訓練については、毎年度開催される「Ｌアラート全国合同訓練」に
参加して実施

【訓練内容】
訓練シナリオに沿って高知県総合防災情
報システムへ配備体制、避難情報及び避
難所開設情報等の各種情報を入力

【訓練内容】
Ｌアラートシステムから受信した情報が
正常に発信されているのかを確認し、受
信から発信に要した時間を確認



県内市町村における臨時災害放送局の整備状況

〇 臨時災害放送局は県内の２か所（香南市、黒潮町）に整備されているが、利用実績が
ない状況

○ 放送中は、高いレベルの通信資格を有する者が常駐しなければいけないため、整備の
ハードルが高い

【黒潮町】
災害対策本部となる中央保育所（大方地
区）、保健福祉支援センターこぶし（佐
賀地区）に設置予定

【香南市】
臨時災害放送局の開設が必要な際は、無
線従事者の支援を受けるため、地元の
ケーブルテレビと協定を締結



県内放送事業者４社の放送局

NHK高知放送局
浸水深0.3～1.0m

RKC高知放送
浸水深1.0～2.0m

KUTVテレビ高知
浸水深2.0～3.0m

高知さんさんテレビ
浸水深3.0～5.0m

高知県庁

高知県防災マップ（http://bousaimap.pref.kochi.lg.jp/）
※この図は最大クラスの津波による浸水域・浸水深を示している

〇 最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、県内の放送局（NHK＋民放3社）は
浸水区域内に位置する



県内民放3社における広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保方策

◆非常用電源バックアップ（テレビ）

本社 ：約 48時間～約240時間（発電機）

ＤＴＶ親局 ：約210時間～約240時間（発電機）

ＤＴＶ中継局：約 10時間（バッテリー）、約100時間（発電機）

◆非常用電源バックアップ（ラジオ）

ＡＭ親局（１局） ：約100時間（発電機）

ＡＭ中継局（４局） ：約30時間～約100時間（発電機）

ＦＭ補完親局（１局）：約240時間（発電機）

◆人員体制

・親局においては各社とも自社対応（各社２～３名の体制）
・中継局は外注業者に委託しており、通常は１班体制（台風など事前に想定できる場合
は２班体制）で対応

・ラジオにおいては、有事は自社対応



県内放送事業者の非常災害発生時におけるリエゾン派遣

高知県

〇 非常災害発生に伴い、停波または停波のおそれのある放送局がある場合は、
放送事業者間において協議の上、災害対策本部に連絡員を派遣する

（高知県災害対策本部）

【リエゾン】
高知県の災害対策本部に出向いて、道路・電力
をはじめとする関係機関との情報共有・連携、
支援等の調整などを行う情報連絡員



避難所・避難場所における放送受信設備の状況

〇 避難所（学校、公民館等）については、テレビなどの放送受信設備が備え付けられて
いるものと想定

○ 一方で、避難場所には放送受信設備がない可能性があるため、避難時に携帯ラジオ
などの放送を受信できる機器を持って避難することが望ましい

・津波などのリスクから命を守るために
緊急避難する場所

・高台にある広場、津波避難タワーなど
基本的には屋外が多い

・災害によって自宅に住めなくなった人が
一時的に共同生活を送る場所

・学校や公民館などが多い

テレビなどの放送受信設備は、基本的に備え
付けられているという想定

電力も含めて放送受信設備は、備え付けられ
ていない場合が多い

避難所（県内1,852か所） 避難場所（県内2,799か所）



県民に対する携帯ラジオの保有促進の取組

高知県ホームページ（南海地震に備えるポータルサイト）
https://www.pref.kochi.lg.jp/sonae-portal2/docs/sonaetyoki-pumphlet/

〇 県民への啓発冊子として『南海トラフ地震に備えちょき』を発行し、全家庭へ配布

〇 その中で、非常持ち出し品の一つとして「携帯ラジオ」を推奨している



高知県から総務省への要望

• 放送は災害時において有用な情報伝達手段の一つであるため、
南海トラフ地震を含む災害の発生に備えて、放送設備等（本社
設備を含む）を速やかに強靱化を図る必要がある

• 放送が停波しないよう、耐震化や浸水対策等により強靱化を行
う場合に、民間放送事業者・地方自治体等に負担が発生しない
よう国としても支援策を検討いただきたい


